
サーキュラーエコノミーに関する

産官学のパートナーシップについて

令和５年１２月

経済産業省 産業技術環境局



主なスケジュール

① 総理の地方出張（富山、8月10日）

＜サーキュラーエコノミー関係＞

・ ハリタ金属株式会社の現場視察

→ 総理発言：地方活性化の観点からも、サーキュラーエコノミー（CE）の視点は重要
関係者を官邸に招いて車座対話を実施

② CEに関する産官学のパートナーシップの立ち上げ（9月12日）

③ 総理とCE関係省庁との打ち合わせ（官邸、10月10日）

→ 総理指示：地方創生の観点も踏まえつつ、サーキュラーエコノミーの取組を強化
①すぐ着手すべき取組を経済対策に盛り込むとともに、
②関係省庁が協力して、産学官連携の強化を進めること
③さらに、予算拡充、関連制度の見直しの着手すること など

④ 総理参加の「CEに関する車座対話」（官邸、10月11日）

→ 企業、関係団体、自治体等のCEの取組の状況や課題等について意見交換

⑤ CEに関する産官学のパートナーシップ 立ち上げイベント・第１回総会（12月22日）
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サーキュラーエコノミーに関する産官学のパートナーシップ

立ち上げイベント・第１回総会

○ 日時：2023年12月22日（金）17:00-18:00

○ 会場：経団連会館２F 経団連ホール（※ハイブリッド開催：会員限定でオンライン配信も実施）

○ 議事次第

１．開会

２．産官学の各代表からの祝辞

① 岸田内閣総理大臣

② 産（企業 【十倉経団連会長】 ）

③ 官（自治体 【湯﨑広島県知事、福田川崎市長】）

④ 学（大学 【大野東北大学総長】）

３．パートナーシップの概要説明（概要、ガバニングボード・WG※の立ち上げ、名称、規程 等）

※ ビジョン・ロードマップ検討WG、CE情報流通プラットフォーム構築ＷＧ、地域循環モデル構築ＷＧ

４．閉会（主催者挨拶）

齋藤経済産業大臣、伊藤環境大臣

※年度末に第２回総会を開催し、各WGの進捗状況報告、来年度の進め方を提示する予定。



パートナーシップ会員（12月20日時点）

会員数：307者

企業 ：231社

業界団体 ：17団体

自治体

大学・研究機関

関係機関・関係団体

：13自治体

：16機関

：30機関
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（大企業：118社、中小企業：113社（うち、小規模企業：27社））



サーキュラーエコノミーに関する産官学のパートナーシップの概要

⚫ パートナーシップの目的と主な検討事項は以下の通り。

ビジョン・ロードマップ

地域循環モデル

今後の日本のサーキュラーエコノミーに関する方向性を定めるため、2030年、2050年を
見据えた日本全体のサーキュラーエコノミーの実現に向けたビジョンや中長期ロードマップの
策定を目指す。
また、各製品・各素材別のビジョンや中長期ロードマップの策定も目指す。

循環に必要となる製品・素材の情報や循環実態の可視化を進めるため、2025年を目途
に、データの流通を促す「サーキュラーエコノミー情報流通プラットフォーム」を立ち上げること
を目指す。

自治体におけるサーキュラーエコノミーの取組を加速し、サーキュラーエコノミーの社会実装
を推進するため、地域の経済圏の特徴に応じた「地域循環モデル（循環経済産業の立
地や広域的な資源の循環ネットワークの構築等）」を目指す。

その他
標準化、マーケティング、プロモーション、国際連携、技術検討等についても順次検討を実
施し、産官学連携によるサーキュラーエコノミーの実現を目指す。

サーキュラーエコノミー
情報流通プラットフォーム

パートナーシップ
の目的

◼各主体の個別の取組だけでは、経済合理性を確保できず、サーキュラーエコノミーの実現にも繋
がらないことから、ライフサイクル全体での関係主体の連携による取組の拡張が必須。

◼そのため、サーキュラーエコノミーに野心的・先駆的に取り組む、国、自治体、大学、企業・業界
団体、関係機関・関係団体等の関係主体における有機的な連携を促進することにより、サー
キュラーエコノミーの実現に必要となる施策についての検討を実施。
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参考資料



成長志向型の資源自律経済戦略

⚫ 2023年３月に「成長志向型の資源自律経済戦略」を策定。

⚫ ①規制・ルールの整備、②政策支援の拡充、③産官学連携の強化、の３本柱で、政
策措置をパッケージ化して、日本におけるCEの市場化を加速し、成長志向型の資源自
律経済の確立を通じて国際競争力の獲得を目指していく方針を打ち出した。

ギア③ CEパートナーシップ
（産官学連携）

ギア② CEツールキット
（政策支援）

ギア① 競争環境整備
（規制・ルール）

対応 対応 対応

「資源循環経済小委員会」を新設

動静脈連携の加速に向けた
制度整備に着手

GX先行投資支援策の活用

「資源循環分野において、今後10
年間で約2兆円～の投資」の実現

「サーキュラーエコノミーに関する
産官学のパートナーシップ」を新設

関係主体の連携を通じて、
CEの実現に必要となる施策を検討

6※資源循環分野：３年で300億円※循環配慮設計の拡充・強化 等
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CEに関する産官学のパートナーシップの立ち上げ ※９月12日から会員募集

CE情報流通プラットフォーム構築 ※2025年の立ち上げを目指す

動静脈連携の加速に向けた制度整備 ※９月20日から検討開始

１

2

3

サーキュラーエコノミー(CE)への非連続なトランジションを実現するに当たっては、個社ごとの取組だけでは経済合理性

を確保できないことから、関係主体の連携による協調領域の拡張が必須。

(1) 国、自治体、大学、企業・業界団体、関係機関・関係団体等が参画するパートナーシップの立ち上げ。

(2) ビジョン・ロードマップ策定、CE情報流通プラットフォーム構築についての検討を皮切りに、その他の個別テーマ

（標準化、マーケティング、プロモーション、国際連携、技術検討等）についても、順次検討。

国民・企業の行動変容を促す上でも、政策を講ずる上でも、循環に必要となる製品・素材の情報（LCAによる

CFP、再生材利用率等）や循環実態の「可視化」が重要な鍵。

(1) データの流通を促すCE情報流通プラットフォームの構築。

(2) 現在検討が進んでいる国内外の先行事例をユースケースに位置付け、共通データフォーマットやプラットフォー

ム間の相互連携インターフェイス等について検討。

現在の資源循環に係る政策体系は、3R(Reduce, Reuse, Recycle)を前提としており、特に静脈産業に焦点を

当てた政策が中心であることから、「動静脈連携」を基本とするCE型に政策体系を刷新することが必須。

(1) 動静脈連携による資源循環を加速し、中長期的にレジリエントな資源循環市場の創出を目指して、

「資源循環経済小委員会」を立ち上げ、3R関連法制の拡充・強化の検討を開始。

(2) 検討項目は、①資源有効利用促進法(3R法)の対象品目の追加、②循環配慮設計の拡充・実効化、③

表示制度の適正化、④リコマース市場の整備、⑤効率的回収の強化。
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岸田総理の富山出張 【サーキュラーエコノミー関連】

岸田文雄 内閣総理大臣（2023/8/10発言）
「循環経済、いわゆる「サーキュラーエコノミー」について、新幹線で使われるアルミを、高品質な部材に
リサイクルして、再び新幹線に活用する先進的な取組や、若手女性社員が活躍する現場を視察いた
しました。高い技術を活かした「地域に密着した資源循環の取組」は、まさに我が国が強みを持つ
分野であり、地方活性化の観点からも、サーキュラーエコノミーの視点は重要であると感じました。
本日の現場視察を踏まえて、資源循環を地方活性化の起爆剤とすべく、関係者を官邸に招いて、
サーキュラーエコノミーに関する車座対話を今後実施したいと思います。また、９月には、経産省と
環境省を中心に、「サーキュラーエコノミーに関する産官学のパートナーシップ」を立ち上げ、地方を
中心とした取組を加速させていきます。

令和５年８月10日（木）

ハリタ金属株式会社の現場視察
⇒（１）アルミ水平リサイクル 【新幹線 to 新幹線】、（２）家電リサイクル 【前処理】、

（３）自動車リサイクル 【選別残渣の再資源化】 等を視察。

【出典】首相官邸ホームページ



サーキュラーエコノミーに関する車座対話

岸田文雄 内閣総理大臣（2023/10/11発言）
皆様方のお話も参考にさせていただきながら、政府としては出来るところから、産官学の取組等を実
行していかなければならないと思っています。今月、政府としては総合的な経済対策を準備しようと
努力をしていますが、その中にあってもサーキュラーエコノミーに向けた産官学の取組ですぐに実行
できることを盛り込ませていただきたいと思っています。経産省と環境省が連携して、サーキュラーエコ
ノミーの観点から９月に立ち上げた産官学の連携の枠組みの中で、生まれてきたプロジェクトを動
かしていきたいと思います。それに加えて、来年の夏に循環型社会形成推進基本計画を見直すこと
を考えていますが、その中で地方創生の観点も踏まえたサーキュラーエコノミー政策を中長期的に
重要な柱として位置づけていきたいと思います。経済対策でたちまちやるということは動かしていきたい
と考えていますが、中長期的にも政府としてこういった視点を大事にしていきたいと考えています。

令和５年10月11日（水）

サステナブルファッション、地域の資源循環、建築分野の資源循環、エシカル、価値循環、
自治体における資源循環、資源循環産業について、意見交換

9【出典】首相官邸ホームページ



『サーキュラーエコノミー実現』 のための今後の取組（３本柱）

3. 「廃棄物」を「資源」に転換するための制度整備（ルールの見直し）

【今後の取組】 サーキュラーエコノミーの実現のためには動静脈連携が不可欠であり、再生材の供給量を増やすために
静脈側で効率的な回収を強化するとともに、動脈側で再生材をより多く活用することに繋がる制度整
備を実施（資源有効利用促進法(３R法)改正を検討）

〇循環配慮設計の拡充・実効化 〇地域循環のための効率的回収強化(広域化)

〇循環度の測定・表示や情報開示（再生材をより多く活用する前提） 等

【地方創生への貢献】 動静脈産業が地域資源を得るための活動を強化することで、地域での循環産業の雇用を創出

投資支援（CEツールキット）

【今後の取組】 サーキュラーエコノミーの拡大で再生材の国内供給量の不足が見込まれていることから、研究開発から
実証・実装までを面的に支援（分野別投資戦略を策定し、GX先行投資支援策等を活用）

〇地域循環プロジェクトの構想・実証支援 〇研究開発・設備投資への支援 〇資源循環促進に係るDX化支援 等

【地方創生への貢献】 パートナーシップで誘発された各地方の研究開発投資や設備投資を下支え

産官学連携（CEパートナーシップ）

【今後の取組】 個者の取組に終始すれば、経済合理性を確保できないことから、サーキュラーエコノミーに関する産官
学のパートナーシップの活動を加速化

〇市区町村・都道府県と企業・大学等との連携モデル構築・横展開

〇トップランナー企業による定量目標の宣言 〇CEに関する情報流通プラットフォーム構築 等

【地方創生への貢献】 各地方において、資源を循環させるための具体的な投資案件を創出

２

１

3

以下の３本柱について経済対策に位置付け。
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事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

経済産業省では、2023年3月に「成長志向型の資源自律経済戦略」

を策定し、資源循環経済政策の再構築等を通じて物資や資源の供給

途絶リスクをコントロールし、経済の自律化・強靭化と国際競争力の獲得

を通じた持続的かつ着実な成長に繋げる総合的な政策パッケージを提示

したところである。同戦略を踏まえ、産官学連携によるサーキュラーエコノ

ミー実現を目的として、2023年9月に立ち上げた「サーキュラーエコノミー

に関する産官学のパートナーシップ」を活用し、自律型資源循環システム

を構築するために必要となる資源循環に係る調査及び実証等への支援

を実施する。

産業技術環境局

資源循環経済課

成果目標

事業概要

（１）「サーキュラーエコノミーに関する産官学のパートナーシップ」の活動計

画の策定や個別テーマごとのワーキンググループの開催等について、事

務的な補助等を行う事務局の運営を実施する。

（２）自律型資源循環システム構築のため、「サーキュラーエコノミーに関す

る産官学のパートナーシップ」で検討する個別テーマの設定や深掘りのた

めの調査、参画する自治体、大学、企業・業界団体、関係機関・関

係団体等のビジョン・ロードマップの策定等のための調査等を実施する。

（３）製品・素材ごとに高度な資源循環を実現するため、再生材品質の

標準化、サーキュラーエコノミー情報流通プラットフォーム構築のために必

要となる調査及び実証等を実施する。

（４）地域の特徴を最大限に活かした地域循環モデルを創出するための

調査等を実施する。

資源自律経済確立に向けた産官学連携加速化事業
令和5年度補正予算額 15億円

2030年度までに、「サーキュラーエコノミーに関する産官学のパートナーシッ

プ」に参画する関係主体が、トップランナーとして日本のサーキュラーエコノミー

を牽引し、サーキュラーエコノミー関連ビジネスの市場規模を80兆円以上に

拡大することや温室効果ガス削減目標を達成することに貢献するとともに、世

界のサーキュラーエコノミーのモデルとなるような自律型資源循環システムの構

築を実現する。

民間団体等

（１）（２）（３）（４）

委託

民間企業等国

（３）

補助

（定額）

（３）

補助

（1/2、1/3等）
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【参考】規制・支援一体型促進策の政府支援イメージ
◼ 各分野が持つ事業リスクや事業環境に応じて、適切な規制・支援を一体的に措置することで、民間企業の投資を

引き出し、150兆円超の官民投資を目指す。

◼ 世界規模のGX投資競争が展開される中、我が国は、諸外国における投資支援の動向やこれまでの支援の実績
なども踏まえつつ、必要十分な規模・期間の政府支援を行う。20兆円規模の支援については、今後具体的な事
業内容の進捗などを踏まえて必要な見直しを行う。

今後10年間の官民投資額全体

150兆円超

約60兆円～

資源循環産業

バイオものづくり

CCS

等

約80兆円～

製造業の省エネ・燃料転換
（例.鉄鋼・化学・セメント・紙・自動車）

脱炭素目的のデジタル投資

蓄電池産業の確立

船舶・航空機産業の構造転換

次世代自動車

住宅・建築物 等

約10兆円～

再生可能エネルギーの大量導入

原子力（革新炉等の研究開発）

水素・アンモニア

等

今後10年間の政府支援額 イメージ

約20兆円規模

約6~8兆円

約9～12兆円

約2~4兆円

非化石エネルギー
の推進

需給一体での
産業構造転換・
抜本的な省エネ

の推進

資源循環・
炭素固定技術

など

イメージ
水素・アンモニアの需要拡大支援

新技術の研究開発

など

イメージ
製造業の構造改革・収益性向上
を実現する省エネ・原/燃料転換

抜本的な省エネを実現する
全国規模の国内需要対策

新技術の研究開発

など

イメージ
新技術の研究開発・社会実装

など

規制等と
一体的に
引き出す
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